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船舶事故調査報告書 

 

                            令和４年１月２６日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年７月１２日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市御前崎東方沖 

 御前埼灯台から真方位０８７°１,４６０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３５.８′ 東経１３８°１４.５′） 

事故の概要 漁船 長
ちょう

栄
えい

丸は、南進中、漁船宝
ほう

洋
よう

丸は、錨泊中、両船が衝突し

た。 

宝洋丸は、船長が負傷し、両舷船尾部外板の破損等を生じ、また、

長栄丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和３年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 長栄丸、６.６トン  

ＳＯ２－３８８７（漁船登録番号）、個人所有 

１０.９７ｍ（Lr）×３.４４ｍ×１.２７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３８９kＷ、昭和５９年１０月 

Ｂ 漁船 宝洋丸、１.０トン 

ＳＯ３－２１２７６（漁船登録番号）、個人所有 

５.７５ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.７５ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３６.８kＷ、平成３年４月 

第２４２－３０１７４号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２１年３月１２日 

    免許証交付日 平成３０年１２月５日 

           （令和６年３月１１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６３年１０月１４日 

    免許証交付日 平成３０年１２月１９日 

           （令和６年１２月１５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 両舷船尾部上縁及び左舷船尾部外縁に破損、操縦区画左舷波避け

板に亀裂、船外機の脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風速 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、し
．
らす
．．

漁の運搬船として静岡県

菊川市菊川河口南方沖の操業場所である漁場で僚船の漁獲物の積み込

みを終え、令和３年７月１２日０８時００分ごろ御前崎港中央ふ頭の

魚市場に帰港して水揚げを行った後、０８時３０分ごろ、再び同操業

場所に向けて御前崎港を出港した。 

 船長Ａは、操舵室中央の操縦席の前に立ち、手動操舵により、御前

崎港中央ふ頭北東方の防波堤を通過して東進中、魚市場に帰港する際

に、７隻の漁船が御前崎東方沖でそれぞれ錨泊していたのを認めてい

たが、現在は錨泊船が６隻しかいないと思いながら、同防波堤東方沖

を右転して南進した。 

船長Ａは、錨泊船６隻がいる場所を見ながら、Ｂ船がいないと思

い、約１５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で南進中、

０８時４０分ごろ、危ないと声が聞こえて何かが当たり、Ａ船の右舷

船首部がＢ船の船尾部舷縁と衝突したことを認め、すぐに機関を後進

としてＡ船を停止させた。 

 船長Ａは、船長Ｂのけがの有無を確認し、Ｂ船の船外機が衝突で海

中に落下し、Ｂ船が自力航行できないことが分かり、Ｂ船をＡ船で御

前崎港までえい
．．

航した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１本釣り漁の目的で、０５時０

０分ごろ御前崎東方沖の漁場に向けて御前崎港の係船場所を出航し

た。 

船長Ｂは、御前崎東方沖の漁場に到着した後、錨泊して１回目の釣

りを行い、南南東方に錨泊場所を移動して２回目の錨泊を行った後、

０８時００分ごろに南西方に錨泊場所を移動して機関を停止して３回

目の錨泊を開始し、Ｂ船の船首を南東に向けて１本釣り漁を始めた。 

船長Ｂが、船尾のデッキで両舷に２本の竿を１本ずつ舷縁に固定し

て１本釣り漁をしていたところ、Ａ船が左舷船尾方約１,５００ｍで

右転しながら南進してＢ船に近づいて来ていることに気付いたが、船

長Ａとは知り合いでいつも話し掛けてくれることがあるので、今回も

同様に漁獲の状況を聞きに近づいて来るものと思い、操業を続けてい

た。 

船長Ｂは、Ａ船が約５０ｍになっても真っ直ぐ接近してくるので、

船長Ａが様子を聞きに近づいて来るのではなくＢ船が見えていないと

判断し、すぐにリモコンで機関を始動して移動できる準備を行い、機
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関を前進とし、前方に移動したと同時にＡ船がＢ船に衝突した。 

船長Ｂは、危ないと叫んで逃げようとしたが、左肩がＡ船の船首部

に当たり、衝突の衝撃で右舷側通路に倒れ込んだ。 

Ｂ船は、船長Ｂが船長Ａに怪我は救急搬送の必要がない程度であ

り、大丈夫である旨を伝え、Ａ船にえい
．．

航され、御前崎港に帰港し

た。 

Ａ船及びＢ船が所属する漁業協同組合は、船長Ａから本事故の発生

の知らせを受け、海上保安庁に通報した。 

船長Ｂは、後日、自身で静岡県牧ノ原市内の病院で診察を受け、左

前腕打撲傷、胸部打撲傷、右大腿打撲傷及び頸椎捻挫と診断され、全

治約１０日間の通院加療を要した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 Ａ船は、レーダーを有しておらず、また、船長Ａは、本事故当時、

ＧＰＳプロッターを見ながら、目視で航行していた。 

Ｂ船は、約３ｍの高さに約５０cm 四方の旗１つ及びその上方に３０

cm 四方の旗を縦に並べて２つ揚げていた。 

Ｂ船は、汽笛を装備していなかった。 

船長Ａは、菊川河口南方沖の漁場から帰航中にＢ船を含めて７隻錨

泊船がいたのを認め、大まかな場所は分かっていたが、再度同漁場に

向かう途中、錨泊場所を移動したＢ船が見つからず、Ｂ船が何処に移

動したのか分からないままＢ船に衝突したと本事故後に思った。 

船長Ａは、ふだんは、速力約１５kn で船首が浮上し、船首部の船縁

で水平線上が隠れて死角が生じるので、適宜操舵室の左右の窓を開け

て覗
のぞ

き込んでいたが、Ｂ船が何処に行ったのか探している間に船首に

あるたつ
．．

にＢ船が隠れていることに気付かなかったと本事故後に思っ

た。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の操舵室前面からの見通し状況 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ｂ船が死角となっていたたつ
．．
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、船首方に船首浮上で死角が生じている状況下、御前崎東方

沖を南進中、船長Ａが、御前崎港を出港して東進する際、錨泊船６隻

を認めたものの、漁場から帰航中に認めていたＢ船がいないと思い、

Ｂ船を探しながら同じ針路及び速力で航行を続けたことから、船首方

の死角にいたＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 船長Ａは、錨泊船が６隻となっていたものの、目視に頼って航行し

ていたことから、錨泊場所を移動したＢ船の位置を把握できなかった

ものと考えられる。 

 船長Ａは、ふだんは、速力約１５kn で船首が浮上し、船首部の船縁

で水平線上が隠れて死角が生じることから、適宜操舵室の左右の窓を

開けて覗き込んでいたものの、Ｂ船を探している間にＡ船がＢ船に接

近していたものと考えられる。 

 Ｂ船は、御前崎東方沖で錨泊中、船長Ｂが、左舷船尾方から南進す

るＡ船を認めた際、船長Ａとは知り合いで今回も同様に様子を聞きに

近づいて来るものと思い、操業しながら錨泊を続けていたことから、

避航動作が遅れ、機関を始動して衝突を回避しようと前進したもの

の、間に合わず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、御前崎東方沖において、Ａ船が、船首方に船首浮上で死

角が生じている状況下、南進中、Ｂ船が錨泊中、船長Ａが、御前崎港

を出港して東進する際、漁場から帰港中に認めていたＢ船がいないと

思い、Ｂ船を探しながら同じ針路及び速力で航行を続け、船長Ｂが、

船長Ａとは知り合いで今回も同様に様子を聞きに近づいてくるものと

思い、操業しながら錨泊を続けていたため、両船が衝突したものと考

えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・漁船の船長は、錨泊船の付近を航行する場合、航行中に認めた同

船が移動したり、同船が前路に錨泊することもあり得るので、同

船が常時同じ場所にいると思うことなく、船首を振って船首方の

死角に船がいないか覗き込むなどして死角を補う見張りを適切に

行うこと。 

・漁船の船長は、操業を行いながら錨泊中、自船に向けて接近する

他船を認め、同船が針路を変えず衝突のおそれを感じた場合、船

首浮上による死角で自船が見えていないことがあるので、有効な

音響信号を行うことができる携帯式の簡易エアーホーン等で警告

するなどし、早めに衝突を避けるための措置を採ること。 



 

付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

静岡県 愛知県 

Ａ船の推定進路 

事故発生場所 

（令和３年７月１２日 

 ０８時４０分ごろ発生） 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右舷船尾部上縁に破損 

左舷船尾部上縁に破損 

操縦区画左舷 

波避け板に亀裂 

左舷船尾部外縁に破損 
船外機に脱落 


